
　草刈機を借り受けたいので次のとおり申し込みます。

借受日

返却日

内容

貸出条件

保険

注意事項

管理番号

草刈機(防護面付き)：　 台(　　　番、　　　番、　　　番）

・自治会、町内会、子ども会、学校等は手数料が免除されます。
・貸出し期間は貸出日を含めて４日間です。
・貸出し台数は１回につき３台までです。

・借受者は傷害共済保険に加入します。

・使用後は草刈機を清掃してから返却してください。
・草刈機を紛失又は破損した場合は、弁償していただきます。
・草刈機を使用中に第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しな
　ければなりません。

　　　　　　　　　団体名

　　　　 借受者   住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 （代表者） 氏名

　　　　　　　　　電話

　　令和７年　　　月　　　日( 　 曜日)　　

　　令和７年　　　月　　　日( 　 曜日)　　

第１号様式（手数料免除）

草刈機借受申込書

令和７年　　月　　日

尾張旭市長　殿

受付印

免除


